
省

令

幼
稚
園
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

幼
稚
園
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
の
表
第
八
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項

耐
火
建
築
物
で
、
幼
児

の
退
避
上
必
要
な
施
設

を
備
え
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
こ
れ
ら
の
施
設

を
第
二
階

耐
火
建
築
物
で
幼
児
の
退
避
上
必
要
な
施
設
を
備
え
る
も
の
又
は

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三

号
）
第
三
十
二
条
第
八
号
イ
、
ロ
及
び
へ
の
要
件
に
該
当
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
施
設
を
第
二
階
に
、
同
号
ロ
か
ら
チ
ま

で
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
施
設

を
第
三
階
以
上
の
階

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
（
二
）
中
「
東
京
検
疫
所
鹿
島
出
張
所

神
栖
市
東
深
芝

」
を
「
東
京
検
疫
所
鹿
島

東
京
検
疫
所
茨
城

出
張
所

空
港
出
張
所

神
栖
市
東
深
芝

小
美
玉
市
与
沢

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

平成™™年š月˜—日 水曜日 第œ™� 号官 報
〇
文
部
科
学
省
令
第
四
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
及
び
第
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
門
職
大

学
院
設
置
基
準
及
び
学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

文
部
科
学
大
臣

川
端

達
夫

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
及
び
学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要

な
細
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
九
十
三
単
位
を
超
え
る
単
位
の
修
得
を
修
了
の
要
件
と
す
る
法
科
大
学
院
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え

る
部
分
の
単
位
数
に
限
り
三
十
単
位
を
超
え
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
単
位
数
」
の
下
に「（
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
三
十
単

位
を
超
え
て
み
な
す
単
位
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

（
学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改

正
）

第
二
条

学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
を
定
め
る
省
令
（
平

成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
法
科
大
学
院
（
」
の
下
に
「
以
下
こ
の
項
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
ロ
中
「
確
保
」
の

下
に
「
及
び
適
性
の
適
確
か
つ
客
観
的
な
評
価
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
教
員
組
織
」
を
「
専
任
教
員
の
適
切
な
配

置
そ
の
他
の
教
員
組
織
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
教
育
課
程
」
を
「
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
授

業
科
目
の
開
設
そ
の
他
の
体
系
的
な
教
育
課
程
」
に
改
め
、
同
号
ワ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ

法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
の
進
路
（
司
法
試
験
の
合
格
状
況
を
含
む
。）に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
評
価
方
法
が
、」の
下
に
「
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
認
証
評
価
機
関
に
な
ろ
う
と

す
る
者
が
」
を
加
え
、「
第
百
三
十
九
号
）」の
下
に
「
第
二
条
に
規
定
す
る
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
て
特
に

重
要
と
認
め
る
事
項
の
評
価
結
果
を
勘
案
し
つ
つ
総
合
的
に
評
価
す
る
も
の
そ
の
他
の
同
法
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号

厚
生
労
働
省
設
置
法（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）

第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
組
織

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

〇
文
部
科
学
省
令
第
五
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
稚
園
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

文
部
科
学
大
臣

川
端

達
夫

〇
農
林
水
産
省
令
第
十
六
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
福
島
空
港
」の
下
に「
、
百

里
飛
行
場
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
八
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
五

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を

実
施
す
る
た
め
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

経
済
産
業
大
臣

Æ
嶋

正
行

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
中
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を

二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
条
第
五
十
九
号
中
「
第
十
三
条
第
一
号
」
を
「
第

十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
特
定
手
続
の
方
法
）

第
十
三
条

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
第
十
条
の

規
定
に
よ
る
特
定
手
続
を
行
う
者
（
代
理
人
に
よ
り
当

該
特
定
手
続
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
代
理
人
）
は
、
識

別
番
号
を
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
か
つ
、
第
十
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情

報
に
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。以
下
同
じ
。）を
行
い
、

当
該
電
子
署
名
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
、
そ

の
特
定
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
十
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
許
庁
長

官
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
識
別
番
号
を
電
子
計

算
機
か
ら
入
力
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五

号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
許
庁
長
官
が

告
示
で
定
め
る
電
子
証
明
書

第
十
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
二
項
本
文
、
第
二
十
三
条
の
五
及
び

第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
の
届
出
は
、
特
定
手
続
を
行

お
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
電
子
計
算
機
に
関

す
る
事
項
、
使
用
し
よ
う
と
す
る
電
子
証
明
書
そ
の
他

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
第
十
三
条
の
方
法
に
よ
り
、
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
」
を「
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
六
中
「
第
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
」
を
削
り
、「
並
び
に
電
子
署
名
」
を
「
の
入
力
並
び
に

電
子
署
名
」
に
改
め
、「
又
は
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
」
を

削
る
。

様
式
第
二
十
九
及
び
様
式
第
三
十
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

様
式
第
2
9及
び
様
式
第
3
0
削
除

›
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